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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

国民年金保険料の前納制度
年金・税

　平成31年度以降の国民年金保険料
を口座振替・クレジットカード納付・
納付書（現金）にて２年・１年・６カ月・
早割別に納めることができます。
□申込窓口
６カ月以上の前納を希望する場合は、
２月末までにお申し込みください。
●口座振替は金融機関またはiへ
●クレジットカード納付はiへ
●�納付書（２年前納のみ）を希望する場
合はiへ

□割引額（平成30年度）
納付方法 口座振替 クレジットカー

ド納付・納付書

前
納

２年 １万5,650円 １万4,420円
１年 4,110円 3,480円
６カ月 1,110円

（1,110円×2期）
800円

（800円×2期）
早割

（当月末日
振替）

50円
（50円×12月）

利用
できません

翌月末振替 ０円 ０円
※平成31年度以降の割引額は２月初旬に
告示予定（詳細はjへ）
i・j武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411▲

保険年金課np042－460－9825

償却資産の申告はお済みですか
　市内に償却資産（事業用資産）を所有
している方は、１月31日までに申告
が必要です。対象となる資産をお持ち
の方でまだ申告がお済みでない場合は、
至急申告してください。申告書をお持
ちでない方は下記へご連絡ください。▲
資産税課np042－460－9830

心身障害者自動車燃料費助成の申請
福祉

a２月１日㈮～28日㈭の平日のみ

b障害福祉課（両庁舎１階）　※郵送可
d①身体障害者手帳１～３級・愛の手帳
１～３度・脳性まひ者（児）・進行性筋萎
縮症の方で運転する同居の家族がいる方
②身体障害者手帳１～４級で自ら運
転する方

h ●現況届兼請求書（対象者に送付済み）
●障害者本人の認め印（代理人が申請す
る場合はその方の認め印も）　●車検証
のコピー　●運転免許証のコピー　●障
害者本人の振込先口座（20歳未満の場合
は保護者の口座可）　●下記請求対象期
間内に給油した際の領収書などの原本
□対象期間　平成30年８月～翌年１
月（この間に新たに認定申請をした方
は、認定申請日～１月）▲

障害福祉課op042－438－4035

心身障害者（児）施設
緊急一時保護の利用登録開始
　平成31年度の利用登録の受付を、
２月１日㈮から開始します。現在、利
用登録をしている方の有効期限は、３
月31日です。利用予定前に申請手続
きをしてください。
b障害福祉課（保谷庁舎１階）
h身体障害者手帳または愛の手帳・認
め印・平成30年度の利用者証（平成30
年度中に使用する予定のない方）▲

障害福祉課op042－438－4034

わが家の耐震診断をしよう
くらし

　建物の設計図を基に簡易耐震診断を
行い、指導・助言などをします。
a・b２月16日㈯午前９時30分～午
後０時30分・保谷庁舎２階
d市内の地上２階建て以下の木造一戸
建てで、自ら所有し居住している住宅
※原則、昭和56年５月31日以前の建築
e８人（申込順）　※１人40分程度
i２月13日㈬までに電話で下記へ
□相談員　住みよい町をつくる会▲

住宅課op042－438－4052

地域包括支援センター運営協議会委員
募集

c地域包括支援センターの、適切で公
平・中立な運営を確保するための協議
□資格・人数
次のいずれかに該当する在住の方
①介護サービス（介護予防サービス、
介護予防・日常生活支援総合事業含む）
利用者またはその家族・１人
②介護サービスなど未利用者で40歳
以上65歳未満・１人
③介護サービスなど未利用者で65歳
以上・１人
□任期　６月～平成33年３月31日
□実施回数　２年で６回程度
□謝礼　１回2,000円
i２月28日㈭（必着）までに、作文「高
齢者の方々がいつまでも西東京市で元

気に暮らすために地域住民ができるこ
と」（800字程度）に住所・氏名・生年
月日・電話番号・該当する資格区分（①
～③）を高齢者支援課（保谷保健福祉総
合センター）へ持参▲

高齢者支援課op042－438－4029

市職員（平成31年４月１日付採用）

□試験区分　建築技術Ⅰ類
□試験案内　２月４日㈪まで職員課（田
無庁舎５階）・保谷庁舎１階総合案内・
市kで配布
□申込期限　２月４日㈪（必着）
※詳細は、市k・試験案内をご覧く
ださい。▲

職員課np042－460－9813

寄附
その他

　市政へのご協力をいただき、誠にあ
りがとうございました。
✿中村�忠�様（机・椅子・棚）▲

管財課np042－460－9812

連 絡 帳
市からの

２月は、固定資産税・都市計画税
第４期の納期です。

～納付には、便利な口座振替を～▲

納税課np042－460－9831

審議会など傍 聴
■総合計画策定審議会
a２月６日㈬午前９時30分
b田無庁舎５階
c・e後期基本計画（案）最終答申ほか・５人▲
企画政策課np042－460－9800

■農業振興計画推進委員会
a２月７日㈭午前10時～正午
b保谷庁舎別棟
c・e第２次農業振興計画中間見直しなど・５人▲

産業振興課op042－438－4044

■文化財保護審議会
a２月７日㈭午前10時～正午
b保谷庁舎３階
c・e市の文化財保護・５人▲

社会教育課op042－438－4079

■社会教育委員の会議
a２月７日㈭午後２時
b保谷庁舎２階
c・e社会教育行政の運営体制等の見

直しなど・５人▲
社会教育課op042－438－4079

■産業振興マスタープラン推進委員会
a２月８日㈮午前10時
b保谷庁舎別棟
c・eパブリックコメントの結果ほか・５人▲

産業振興課op042－438－4041

■市立学校給食運営審議会
a２月14日㈭午後２時30分
b谷戸小学校
c・e学校給食・５人▲

学校運営課op042－438－4073

■男女平等参画推進委員会
a２月18日㈪午後６時
b田無庁舎５階
c・e第４次男女平等参画推進計画の策定ほか・５人▲

協働コミュニティ課p042－439－0075

■建築審査会
a２月21日㈭午後２時
b保谷庁舎２階
c・e建築基準法に基づく同意・５人▲

建築指導課op042－438－4026

■地域自立支援協議会計画改定作業部会
a２月21日㈭午後６時30分
b田無庁舎５階
c・e障害者基本計画の改定など・５人▲

障害福祉課op042－438－4033

都営住宅の入居者募集
❖東京都直接募集
□募集内容
●家族向け（ポイント方式）…1,290戸
● �単身者向け・単身者用車いす使用
者向け・シルバーピア…388戸

□案内・申込書配布
a２月４日㈪～13日㈬の平日のみ

b田無庁舎２階・保谷庁舎１階・
出張所
※都庁・区市町村窓口・jでも配布
※申込書などは、募集期間中のみj
のkからもダウンロード可
i２月18日㈪（必着）までに、申込
書を渋谷郵便局へ郵送

j東京都住宅供給公社都営住宅募集
センター（案内配布期間中p0570－
010－810、それ以外p03－3498
－8894）
❖西東京市地元募集
□募集内容
●単身者向けシルバーピア…３戸
□案内・申込書配布
a２月20日㈬～28日㈭の平日のみ

b田無庁舎２階・保谷庁舎１階・
出張所
i３月５日㈫（必着）までに、〒202
－8555市役所住宅課へ郵送▲

住宅課op042－438－4052

寄せられた意見の概要や
市の検討結果をお知らせします

パブリック
コメント

［ 検討結果 ］

　下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を要約し、市の考え方をま
とめたものです。全文は、情報公開コーナー（両庁舎１階）・市kでご覧になれます。

事案名　 西東京市第４次行財政改革大綱 後期基本方針（素案）� �
� ▶企画政策課np042－460－9800

【公表日】２月１日　【募集期間】11月16日～12月17日　【意見件数】５件（１人）
お寄せいただいた主な意見 検討結果

各種団体等への補助金など、市民目
線で、行政運営のチェックができる
ようにしてほしい。

補助金については、より高い効果が得られる
よう、交付目的や対象事業、補助率や実施効
果などについて再検証し、補助事業の適正化
を図っていきます。また、市民参加条例に基
づき、市民参加の充実に努めてまいります。

子どもや高齢者が利用する施設、無
料で利用できる施設については、利
用者の利便性に考慮し、有料化はや
めるべきと考えます。

市民負担の公平性の観点から、受益者の適正
な負担のあり方について検討し、受益者負担
の適正化を図る必要があると考えます。

市民協働推進センターゆめこらぼの
運営体制を見直す必要があると考え
ます。

市民協働推進センターゆめこらぼの運営体制
の見直しを含め、最適な実施主体による効果
的・効率的なサービス提供ができる仕組みづ
くりに取り組む必要があると考えます。

民間活力の活用については、経費削
減に重きを置くのではなく、行政
サービスの性質に応じて柔軟に検討
する必要があると思います。

民間活力の活用については、経費削減の視点
だけではなく、サービスの維持・向上や継続
性も踏まえ、最も適した実施主体について検
証する必要があると考えます。

より市民目線に立った行政サービス
を提供できるような組織体制を構築
する必要があると思います。

多様化する市民ニーズに柔軟かつ機動的に対
応できる組織体制の構築に向けて、継続的な
組織再編に取り組む必要があると考えます。

事案名　 （仮称）西東京市空き家等の対策の推進に関する条例の制定��
� ▶住宅課op042－438－4052

【公表日】２月１日　【募集期間】11月15日～12月14日　【意見件数】２件（２人）
お寄せいただいた主な意見 検討結果

活用できる空き家であれば、猫付マ
ンションを参考にしてみたらいかが
か。西東京市は捨て猫・野良猫の問
題もあるので、一石二鳥だと思う。

空き家等の活用につきましては、所有者の意
向を把握するとともに、今後検討してまいり
ます。

先進的に取り組んでいる自治体の意
見を参考にし、十分な調査をするべ
きだと思う。また、実際に住民や、
警察・消防などの現場の声を聞くこ
とが大切だと思う。

市では市内の空き家等の所在や状態、所有者
の意向などの実態を把握するため、平成29
年度に空き家実態調査を実施しました。
この調査結果を基に、地域や関係団体、協議
会や庁内関係部署などと連携・協力し、空き
家等対策を推進していきたいと考えています。


